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中小企業等経営強化法に基づく導入促進基本計画の協議書 
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 関東経済産業局長  佐 合 達 矢  殿 

 

 

柏市長  太 田 和 美    

 

 

 

 中小企業等経営強化法第４９条第１項の規定に基づき、別紙の導入促進基本計画の

同意を得たいので協議します。 

 

 

  



別 紙 

 

導入促進基本計画 

 

１ 先端設備等の導入の促進の目標 

 (1) 地域の人口構造、産業構造及び中小企業者の実態等 

 

   ア 人口構造 

     令和６年３月３１日現在の本市の住民基本台帳人口は，４３５，６３３ 

    人であり，男性２１５，１０３人，女性２２０，５３０人である。 

     その内訳は，年少人口５４，３４９人（１２．４８％），生産年齢人口２６  

    ７，８８０人（６１．４９％），老年人口１１３，４０４人（２６．０３％） 

    である。 

                           （人口：人，割合：％） 

 年少人口 割合 生産年齢人口 割合 老年人口 割合 合計 

R06.3.31 ５４，３４９ １２.４８ ２６７，８８０ ６１.４９ １１３，４０４ ２６.０３ ４３５，６３３ 

H30.3.31 ５４，５８０ １３.０８ ２５６，４９２ ６１.４８ １０６,１４６ ２５.４４ ４１７，２１８ 

H15.3.31 ４５，０８５ １３.７４ ２３６，４３５ ７２.０８ ４６，５０８ １４.１８ ３２８，０２８ 

H01.3.31 ６０，９７４ ２６.６０ ２１５，４１６ ７２.７８ １９，５８４ ６.６２ ２９５，９７４ 

 

    以上のデータから総人口の増加する背景には老年人口が増加する一方で，今  

   後は年少人口及び生産年齢人口が減少していくことが予測され，市税収入の減   

   少等が懸念される。 

  

   イ 産業構造及び中小企業者の実態等 

     本市においては，卸売業・小売業に次いで製造業が市内全産業売上高のうち 

１５．８％（２８１，９２０百万円）を占めており，基幹産業の一つである。 

（出典：経済センサス活動調査（令和３年度）） 

 本市の製造業においては，食料品製造業，金属製品製造業，生産用機械器具

製造業，パルプ・紙・紙加工品製造業，プラスチック製品製造業が全製造品出

荷額のうち５６．５％，全事業所数のうち５８．５％，全従業員数のうち５

９．９％を占めている。（出典：２０２３年経済構造実態調査） 

 本市の生産・販売額（付加価値額）は微増傾向であるが、一人当たりの平均

生産性は７８６．３万円／人と、全国平均（９３５．２万円/人）よりも低く

なっている。また、市内事業者を取り巻く環境として、エネルギーや物価高

騰、都市部における高い家賃や人件費の高騰などにより事業コストが上がって

おり、生産性の低下が危惧される。そのため、持続的な事業展開に向けて、商

品・製品・サービスの付加価値を高め、生産効率を高めて稼ぐ力を高めること

が重要である。（出典：地域経済循環分析ツール（環境省）） 



 (2) 目標 

 

   中小企業等経営強化法第４９条第１項の規定に基づく導入促進基本計画を策定 

し，中小企業者の先端設備等の導入を促すことで，県内で最も設備投資が活発な自

治体の１つとなり，千葉県の中核都市として更に経済発展していくことを目指す。 

 これを実現するため，計画期間中に１５件程度の先端設備等導入計画の認定を目

標とする。 

 

 (3) 労働生産性に関する目標 

 

   先端設備等導入計画が認定された事業者の労働生産性（中小企業等の経営強化 

  に関する基本方針に定めるものをいう。）が年平均３％以上向上することを目標 

  とする。 

 

２ 先端設備等の種類 

 

  本市の産業は，農業，製造業，サービス業と多岐に渡り，多様な業種が柏市の経 

済及び雇用を支えているため，これらの産業で広く事業者の生産性向上を実現する

必要がある。したがって，多様な産業の設備投資を支援する観点から，本計画にお

いて対象とする設備は，中小企業等経営強化法施行規則第７条第１項に定める先端

設備等全てとする。 

 

３ 先端設備等の導入の促進の内容に関する事項 

 (1) 対象地域 

   広く市内事業者の労働生産性を向上を後押しする観点から，市内全域を対象と 

  する。 

 

 (2) 対象業種・事業 

   広く市内事業者の労働生産性を向上を後押しする観点から，すべての業種を対 

  象とする。 

    

４ 計画期間 

  (1) 導入促進基本計画の計画期間 

   国が同意した日から２年間とする。（令和７年４月１日～令和９年３月３１日） 

 

  (2) 先端設備等導入計画の計画期間 

   先端設備導入計画の期間は，３年間，４年間又は５年間とする。 

 

 



５ 先端設備等の導入の促進に当たって配慮すべき事項 

 次に掲げる事業及び該当者は先端設備等導入基本計画の認定対象としない。 

・ 公序良俗に反する事業 

・ 社会通念上，不適切であると判断される事業（風俗営業等の規制及び業務の適正化 

 等に関する法律（昭和２３年法律第１２２号）第２条により定める営業内容等） 

・ 人員削減を目的とした事業 

・ 宗教活動及び政治活動を目的とする事業 

・ 市税を滞納している者 

・ 法人等（個人又は法人）が，暴力団（暴力団員による不当な行為の防止等に関する 

法律（平成３年法律第７７号）第２条第２号に規定する暴力団をいう。以下同じ。）

であるとき又は法人等の役員等（個人である場合はその者，法人である場合は役員又

は支店若しくは営業所（常時契約を締結する事業所をいう。）の代表者，団体である

場合は代表者，理事等，その他経営に実質的に関与している者をいう。以下同じ。）

が暴力団員（同法第２条第６号に規定する暴力団員をいう。以下同じ。）であるとき 

・ 役員等が，自己，自社若しくは第三者の不正の利益を図る目的又は第三者に損害を 

加える目的をもって，暴力団又は暴力団員を利用するなどしているとき又は便宜を供

与するなど直接的あるいは積極的に暴力団の維持，運営に協力し，若しくは関与して

いるとき 

・ その他，認定が不適切と市長が認めるとき 

 

 

 


